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宇部市個人情報保護条例の一部改正について（宇部市個人情報保護対策審議会資料） 

 

 

１ 改正の背景 
 
 
○個人情報保護制度については、地方が先行して条例を制定したため（国の法整備の方が後発）、同じ個人情報保護制度の中でも、国と地方、

地方と地方の間で、個人情報の定義、個人情報の取扱いなど異なる場面がある。 

○しかしながら、国と地方、地方と地方の間で差異があれば、特に個人情報を活用する場面において、支障が生じる。 

○国においては、このたび、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法を改正した。個人情報の保護を図りつつも、個人情報を有効活用するた

め、地方においては国に合わせた条例改正を行ってほしい。 
 

 

 

２ 国の求める条例改正の内容 
 
 
○個人情報の定義の明確化等（個人情報の定義の明確化、他の情報との照合、死者に関する情報） 

○要配慮個人情報の取扱い（要配慮個人情報の定義、個人情報ファイル簿等への記載、要配慮個人情報の収集制限） 

○非識別加工情報の仕組みの導入→今回の導入は見送り 

○罰則について→既に対応済 

○オンライン結合制限の解除 
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３ 本市の条例改正案 

(1) 個人情報の定義 

現  行 改 正 案 説  明 

 

個人に関する情報であって、特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と照合することによ

り、特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む） 

 

 

個人に関する情報であって、次のいずれかに該当す

るもの 

○当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等に記載され、若しくは記録され、又は音声、動

作その他の方法を用いて表された一切の事項（個

人識別符号を除く）により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と照合することがで

き、それにより特定の個人を識別することができ

ることとなるものを含む） 

○個人識別符号が含まれるもの 

 

※個人識別符号とは次のとおりです。 

○身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供

するために変換した文字、番号、記号その他

の符号（指紋など） 

○旅券の番号 

○基礎年金番号 

○自動車運転免許証の番号 

○住民票コード 

○個人番号（マイナンバー） 

○医療保険、介護保険の被保険者証の番号 

○その他総務省令で定める文字、番号、記号そ

の他の符号 

 

 

国の通知どおりの改正を考えています。 

ただし、法においては、死者に関する情報は個人情

報として定義されておらず（個人情報の対象外）、

地方にも同様の取扱いを求めていますが、一方で、

地域の特性に応じた判断の余地も認められていま

す。 

そのため、本市においては、個人情報の保護に重き

を置く観点から、引き続き死者に関する情報も個人

情報として位置付けたいと考えています。 
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(2) 要配慮個人情報の定義 

現  行 改 正 案 説  明 

 

（規定なし） 

 

 

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、

犯罪により害を被った事実その他本人に対する不

当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにそ

の取扱いに特に配慮を要するものとして市規則で

定める記述等が含まれる個人情報 

 

※要配慮個人情報として、次のとおり市規則で定め

る予定です。 

○身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を

含む）等、心身の機能の障害があること。 

○健康診断等の結果 

○健康診断等の結果に基づき、本人に対して医

師等により心身の状態の改善のための指導又

は診療若しくは調剤が行われたこと。 

○本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、

差押え、拘留、公訴の提起その他の刑事事件

に関する手続きが行われたこと。 

○本人を少年法に規定する少年又はその疑いの

ある者として、調査、観護の措置、審判、保

護処分その他の少年の保護事件に関する手続

きが行われたこと。 

 

 

国の通知どおりの改正（条項の追加）を考えていま

す。 
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(3) 保有の制限 

現  行 改 正 案 説  明 

 

実施機関は、思想、信条、宗教、人種、犯罪その他

基本的人権を侵害するおそれのある事項を保有し

てはならない。 

 

 

実施機関は、要配慮個人情報を保有してはならな

い。ただし、次のいずれかに該当するときは、この

限りでない。 

○法令に定めがあるとき。 

○個人情報取扱業務の目的を達成するため欠くこ

とができないとき。 

 

 

法においては、要配慮個人情報の収集制限は規定さ

れておらず、原則として、地方にも同様の取扱いを

求めていますが、一方で、地域の特性に応じた判断

の余地も認められています。 

そのため、本市においては、個人情報の保護に重き

を置く観点から、左記改正案のとおり「原則として

禁止、例外事項に該当する場合のみ許可」としたい

と考えています。 

 

 

(4) オンライン結合制限 

現  行 改 正 案 説  明 

 

実施機関は、電子計算機により個人情報を処理する

に当たっては、国、他の地方公共団体その他の団体

との通信回線を利用する結合を行ってはならない。

ただし、市民の福祉の向上又は公益のためその必要

があり、かつ、市民の基本的人権を侵害するおそれ

がないと認められる場合は、この限りでない。 

 

 

 

（改正なし） 

 

 

IT の活用により行政サービスの向上や行政運営の

効率化が図られていることから、法においてはオン

ライン結合を禁止しておらず、地方にも同様の取扱

いを求めていますが、一方で、地方に判断の余地も

認めています。 

そのため、本市においては、個人情報の保護に重き

を置く観点から条例改正を行わず、引き続き「原則

として禁止、例外事項に該当する場合のみ許可」と

したいと考えています。 

 

 


